
総社市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

令和３年６月３０日 

 

総社市長 片 岡 聡 一 

 

総社市規則第１５号 

 

総社市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則の一部を改正する規則 

 

総社市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則（平成１７年総社市規則第７１号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」とい

う。）が存在する場合には，当該改正部分を当該改正後部分に改め，改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には，当該改正後部分を加える。 

 

改   正   後 改   正   前 

 

別表第１（第２条関係） 

 所得区分 

 略 

備考 

１ この表において「受給資格者と生計を一にする者」とは，当該受給資

格者の加入している医療保険各法（国民健康保険法及び高齢者医療確保

法を除く。）の規定による被保険者（当該受給資格者以外の者であって，

かつ，健康保険法（大正１１年法律第７０号）の規定による被保険者（同

法第３条第２項の規定による日雇特例被保険者を除く。），船員保険法

（昭和１４年法律第７３号）の規定による被保険者，国家公務員共済組

合法（昭和３３年法律第１２８号）若しくは地方公務員等共済組合法（昭

和３７年法律第１５２号）に基づく組合員，私立学校職員共済制度の加

入者又は健康保険法第１２６条の規定に基づき日雇特例被保険者手帳

の交付を受けその手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくな

るに至るまでの間にあるものをいう。）又は当該受給資格者の加入して

いる国民健康保険法及び高齢者医療確保法の規定による被保険者（当該

受給資格者以外の者であって，かつ，当該受給資格者と同一の世帯に属

するものに限る。）並びに当該受給資格者と同一の住民基本台帳上の世

 

別表第１（第２条関係） 

 所得区分 
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 備考 

   この表において「受給資格者と生計を一にする者」とは，当該受給資

格者の加入している医療保険各法（国民健康保険法及び高齢者医療確保

法を除く。）の規定による被保険者（当該受給資格者以外の者であって，

かつ，健康保険法（大正１１年法律第７０号）の規定による被保険者（同

法第３条第２項の規定による日雇特例被保険者を除く。），船員保険法

（昭和１４年法律第７３号）の規定による被保険者，国家公務員共済組

合法（昭和３３年法律第１２８号）若しくは地方公務員等共済組合法（昭

和３７年法律第１５２号）に基づく組合員，私立学校職員共済制度の加

入者又は健康保険法第１２６条の規定に基づき日雇特例被保険者手帳

の交付を受けその手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくな

るに至るまでの間にある者をいう。）又は当該受給資格者の加入してい

る国民健康保険法及び高齢者医療確保法の規定による被保険者（当該受

給資格者以外の者であって，かつ，当該受給資格者と同一の世帯に属す

る者に限る。）並びに当該受給資格者と同一の住民基本台帳上の世帯に



改   正   後 改   正   前 

帯に属する者をいう。 

２ この表の低所得Ⅰの項における合計所得金額に，所得税法（昭和４０

年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得又は同法第３５条

第３項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている場合における

当該合計所得金額については，同法第２８条第２項の規定により計算し

た金額及び同法第３５条第２項第１号の規定により計算した金額の合

計額から１０万円を控除して得た額（当該額が零を下回る場合には，零

とする。）と同法第３５条第２項第２号の規定により計算した金額とを

合算した額を，当該給与所得の金額及び同法第３５条第１項に規定する

雑所得の金額の合計額として計算するものとする。 

 

属する者をいう。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，令和３年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の総社市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則の規定にかかわらず，令和３年６月３０日までの間に療養を受けた月に係る所

得区分については，なお従前の例による。 

３ この規則の施行の日から令和３年７月３１日までの間における別表第１の適用については，国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令（令和２年

政令第２７０号）第６条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令（平成１９年政令第３１８号）第７条第１項の規定により算定す

るものとする。この場合において，同項中「世帯主であって」とあるのは「年齢１９歳未満の扶養親族を有する者であって」と，「当該世帯主と同一の

世帯に属する」とあるのは「生計を一にする」と読み替えて適用するものとする。 

４ 前項による別表第１の低所得Ⅱの項における所得割が課されない者に係る課税所得金額の算定に当たっては，地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

第３１４条の２第１項及び第２項の規定による総所得金額，退職所得金額及び山林所得金額からの控除後の金額から，高齢者の医療の確保に関する法律

施行令第７条第１項の規定による控除対象者を扶養親族として有する者にあっては，同項第２号の規定による合計額を控除した後の金額により算定する

ものとする。 


